
○内閣官房は、都市再生特別措置法を国土交通省と共同所管し、都市再生を推進

○内閣官房は、都市再生本部の事務局として、民間の活力を中心とした都市再生を図るため、
・都市再生を緊急かつ重点的に推進する「都市再生緊急整備地域」（63地域）や
・そのうち、国際競争力の強化に資する「特定都市再生緊急整備地域」（12地域）の指定立案等を所掌

○地域指定は、平成14年の法定以降、10数年が経過しており、社会経済情勢の変化に対応した適時適切な
地域指定を行うためには、現在指定している地域における、都市開発事業等の進捗状況や整備効果等につ
いて評価を行い、地域指定や地域整備方針の見直しに反映させる手法を確立する必要があると認識

○本課題は、国土交通省が、「大都市戦略検討委員会」において、先般策定した都市の国際競争力強化、
高齢者の急増といった大都市が直面する課題等を踏まえた『大都市戦略（H27.8）』の中でも記載

○内閣官房では、評価手法の確立に向けて「都市再生の推進に係る有識者ボード」のもとに当WGを設置し
検討することとする
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○都市再生緊急整備地域の評価手法の検討（評価マニュアル（仮称）作成）
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